
次のとおり、条件付き一般競争入札に付する。  

 

 令和５年６月７日 

 

 

                                       公益社団法人徳島森林づくり推進機構  

                                               理 事 長  市  瀬 雅 志 

 

 

１ 入札に付する事項  

(1) 事 業 名 令和５年度 木材生産販売事業  

(2) 事業内容  林業機械の購入  

(3) 購入機械  10t セルフローダー（丸太運搬用）  1 台  

       主要仕様は別紙 1 仕様書による 

(4) 納    期  令和７年７月３１日 

但し、コロナウイルスによる半導体供給不足、ウクライナ情勢等、落札会  

    社の不可抗力による影響で遅延する場合は協議できる。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格、及び資格審査の申請等について  

(1) 必要な資格  

 ア 次の各号のいずれかに該当しない者  

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32

条第１項各号に掲げる者  

四 当該入札に係る販売店と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者  

  イ 入札に参加する資格（以下「資格」という。）の審査を受けようとする者は、一般競

争入札参加資格審査申請書（様式１号）を提出し、資格審査により資格を有すると認め

られた者であること。  

  ウ ４に示した入札説明会に参加した者であること。  

 

(2) 資格審査の申請の方法  

２の(1)のイにおいて、資格を有していない者は、一般競争入札参加資格申請書（様式

第１号）を６月２８日（水）１６時までに、機構へ持参しなければならない。（申請内

容について審査を担当する職員から説明を求められた場合はこれに応ずるものとす

る。）資格審査の結果については、申請者へ通知が行われる。  

 

  ・参加資格申請書の提出場所（持参のみ）  

    徳島市川内町平石住吉 209 番地 5 徳島健康科学総合センター 2F 

    公益社団法人 徳島森林づくり推進機構  総務課 

    電話番号  088-679-4103(代表) 

    ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  088-679-4104 

 

３ 問い合わせ等について  

(1) この入札についての問い合わせ先  

    徳島市川内町平石住吉 209 番地 5 徳島健康科学総合センター 2F 

    公益社団法人 徳島森林づくり推進機構  森林経営課  

    電話番号  088-679-4103(代表) 

    ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  088-679-4104 

(2) 問い合わせについての受付時間  

    問い合わせについては、ファクシミリによるものとする。  

    なお、期間については入札説明会以後、入札前日正午までとする。これ以降の問い合

わせについては回答できない場合がある。  



４ 入札手続等について  

(1) 入札説明会の日時及び場所  

 ア 日 時    令和５年７月３日（月）午後１時３０分 

 イ 場 所    徳島市川内町平石住吉 209 番地 5 徳島健康科学総合センター4F 412 号室 

               公益社団法人  徳島森林づくり推進機構  

 

(2) 入札及び開札執行の日時及び場所  

 ア 日 時    令和５年７月１４日（金）午前１０時００分 

 イ 場 所    徳島市川内町平石住吉 209 番地 5 徳島健康科学総合センター4F 412 号室 

               公益社団法人  徳島森林づくり推進機構  

  ウ 提出方法   持参 

 

(3) 入札方法  

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨

てた金額）をもって落札とするので、入札者は見積もった契約希望金額の  

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。  

 

(4) 契約手続きにおいて使用する言語、及び通貨  

    日本語、及び日本国通貨  

 

(5) 入札保証金、及び契約保証金  

    免除 

 

(6) 入札の無効  

  次の各号に該当する入札は無効とする。  

 ア ２に規定する入札参加者に必要な資格のない者の入札。  

  イ 記名押印のない入札。  

  ウ 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をも

って価格を表示しない入札。  

 エ 同一事項に対して２通以上の入札。  

  オ 他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札。  

  カ 代理人が入札する場合に委任状を提出しないでした入札。  

  キ 郵便により行った入札。  

  ク 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札。  

 

(7) 落札者の決定方法  

有効な入札書を提出し、且つ４によりこの公告、及び入札説明書に示した物品等の納

入について証明した入札であって、最低の価格を提示したものを落札者とする。落札と

なるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ

て落札者を決定するものとする。  

 

 

(8) 契約書の作成の要否  

    要 

  別紙 2 物品売買契約書  

 


